
 呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２２日 

                  呉市長 新 原 芳 明 

呉市条例第５１号 

呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。

以下「法」という。）第１９条第２項，第３２条及び第３８条第２項の規定に基

づき，宅地造成等に関する工事に係る定期の報告の期間，許可を要する特定盛土

等又は土石の堆積の規模及び特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る定期

の報告の期間について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は，法において使用する用語の例による。 

（宅地造成等に関する工事に係る定期の報告の期間） 

第３条 法第１９条第２項の規定により条例で定める期間は，宅地造成等に関する 

工事の期間が３月未満のものに限り，４５日とする。 

（許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模） 

第４条 法第３２条の規定により条例で定める規模の特定盛土等は，次に掲げるも 

のとする。 

(1) 盛土であって，当該盛土をした土地の部分に高さが１メートルを超える崖を 

生ずることとなるもの 

(2) 切土であって，当該切土をした土地の部分に高さが２メートルを超える崖を 

生ずることとなるもの 

(3) 盛土と切土とを同時にする場合において，当該盛土及び切土をした土地の部

分に高さが２メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及

び切土（前２号に該当する盛土又は切土を除く。） 

(4) 第１号又は前号に該当しない盛土であって，高さが２メートルを超えるもの 

(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって，当該盛土又は切土を 

する土地の面積が５００平方メートルを超えるもの 

２ 法第３２条の規定により条例で定める規模の土石の堆積は，次に掲げるものと 

する。 

(1) 高さが２メートルを超える土石の堆積 

(2) 前号に該当しない土石の堆積であって，当該土石の堆積を行う土地の面積が 

５００平方メートルを超えるもの 

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る定期の報告の期間） 

第５条 法第３８条第２項の規定により条例で定める期間は，特定盛土等又は土石 

の堆積に関する工事の期間が３月未満のものに限り，第３条に規定する期間とす 

る。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長 



が定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 （呉市手数料条例の一部改正） 

２ 呉市手数料条例（平成１２年呉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第７（第２条関係） 別表第７（第２条関係） 

都市計画関係 都市計画関係 

 
手数料を徴収する事務 

手数料の額   
手数料を徴収する事務 

手数料の額  

 単位 金額   単位 金額  

  略    略  

 ９ 宅

地造

成に

関す

る工

事の

許可

の申

請に

対す

る審

査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 切土又は盛

土をする土地

の面積が５０

０平方メート

ル以内のもの 

１件

につ

き 

１ 

２，０ 

００円 

  ９ 宅

地造

成，

特定

盛土

等及

び土

石の

堆積

に関

する

工事

の許

可の

申請

に対

する

審査 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 切土，盛土

又は土石の堆

積をする土地

の面積が５０

０平方メート

ル以内のもの 

１件

につ

き 

１ 

４，０ 

００円 

 

 (2) 切土又は盛

土をする土地

の面積が５０

０平方メート

ルを超え１，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件

につ

き 

２ 

２，０ 

００円 

  (2) 切土，盛土

又は土石の堆

積をする土地

の面積が５０

０平方メート

ルを超え１，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件

につ

き 

２ 

６，０ 

００円 

 

 (3) 切土又は盛

土をする土地

の面積が１，

０００平方メ

ートルを超え

２，０００平

方メートル以

内のもの 

１件

につ

き 

３ 

２，０ 

００円 

  (3) 切土，盛土

又は土石の堆

積をする土地

の面積が１，

０００平方メ

ートルを超え

２，０００平

方メートル以

内のもの 

１件

につ

き 

３ 

８，０

００円 

 

          
 (4) 切土又は盛 １件 ４   (4) 切土，盛土 １件 ５  



 

 

 

 

 

土をする土地

の面積が２，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

内のもの 

につ

き 

８，０

００円 

 

 

 

 

又は土石の堆

積をする土地

の面積が２，

０００平方メ

ートルを超え

５，０００平

方メートル以

内のもの 

につ

き 

８，０

００円 

          
 (5) 切土又は盛

土をする土地

の面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以内のもの 

１件

につ

き 

６ 

９，０

００円 

  (5) 切土，盛土

又は土石の堆

積をする土地

の面積が５，

０００平方メ

ートルを超え

１０，０００

平方メートル

以内のもの 

１件

につ

き 

８ 

２，０

００円 

 

 (6) 切土又は盛

土をする土地 

の 面 積 が １ 

０，０００平

方メートルを

超え２０，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件

につ

き 

１１

０，０

００円 

   (6) 切土，盛土

又は土石の堆

積をする土地

の 面 積 が １

０，０００平

方メートルを

超え２０，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件

につ

き 

１４

０，０

００円 

 

 (7) 切土又は盛

土をする土地 

の 面 積 が ２ 

０，０００平

方メートルを

超え４０，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件

につ

き 

１７

０，０

００円 

  (7) 切土，盛土

又は土石の堆

積をする土地 

の 面 積 が ２ 

０，０００平

方メートルを

超え４０，０

００平方メー

トル以内のも

の 

１件

につ

き 

２１

０，０

００円 

 

          
 (8) 切土又は盛

土をする土地 

１件

につ

２６

０，０

  (8) 切土，盛土

又は土石の堆

１件

につ

３１

０，０

 



の 面 積 が ４ 

０，０００平

方メートルを

超え７０，０

００平方メー

トル以内のも

の 

き ００円 積をする土地

の 面 積 が ４ 

０，０００平

方メートルを

超え７０，０

００平方メー

トル以内のも

の 

き ００円 

          
 (9) 切土又は盛

土をする土地 

の 面 積 が ７ 

０，０００平

方メートルを

超え１００，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件

につ

き 

３４

０，０

００円 

  (9) 切土，盛土

又は土石の堆

積をする土地 

の 面 積 が ７ 

０，０００平

方メートルを

超え１００，

０００平方メ

ートル以内の

もの 

１件

につ

き 

４１

０，０

００円 

 

 (10)切土又は盛

土をする土地

の面積が１０

０，０００平

方メートルを

超えるもの 

１件

につ

き 

４３

０，０

００円 

  (10)切土，盛土

又は土石の堆

積をする土地

の面積が１０

０，０００平

方メートルを

超えるもの 

１件

につ

き 

５１

０，０

００円 

 

          
 １０  宅地造成に関す

る工事の計画変更の

許可の申請に対する

審査 

１件

につ

き 

前項の

手数料

を徴収

する事

務の欄

に掲げ

る切土

又は盛

土をす

る土地

の面積

（変更

に係る

部分の

  １０  宅地造成，特定

盛土等及び土石の堆

積に関する工事の変

更許可の申請に対す

る審査（変更に係る

部分に切土，盛土又

は土石の堆積の土地

があるものに限る。） 

１件

につ

き 

前項の

手数料

を徴収

する事

務の欄

に掲げ

る切土， 

盛土又

は土石

の堆積

をする

土地の

面積（

変更に

 



切土又

は盛土

をする

土地の

面積を

いう。）

の区分

に応じ，

それぞ

れ当該

手数料

の額と

同一の

額 

係る部

分の切

土，盛

土又は

土石の

堆積を

する土

地の面

積をい

う。）

の区分

に応じ，

それぞ

れ当該

手数料

の額と

同一の

額           
  略    略  

  

 （呉市手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条

第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造

成等規制法第８条第１項本文の許可を受けた宅地造成工事に係る同法第１２条第

１項の規定による宅地造成に関する工事の変更許可の申請に対する審査（変更に

係る部分に切土又は盛土の土地があるものに限る。）に関する手数料については，

なお従前の例による。 


